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方
々
が
不
利
益
を
被
る
こ
と
の
な

い
よ
う
権
利
や
財
産
を
法
的
に
守

り
、
生
活
面
に
お
い
て
も
支
援
を

行
う
成
年
後
見
制
度
が
２
０
０
０

年
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
成
年

後
見
制
度
に
は
、
判
断
能
力
が
あ

り
将
来
に
備
え
て
自
己
契
約
を
結

ぶ
任
意
後
見
人
と
、
判
断
能
力
の

衰
え
に
よ
り
、
本
人
の
権
利
擁
護

の
た
め
、
家
族
等
が
家
庭
裁
判
所

に
申
し
立
て
を
し
、
家
庭
裁
判
所

が
後
見
人
を
選
任
す
る
法
定
後
見

人
が
あ
り
ま
す
。
後
見
人
の
多
く

は
親
族
、
弁
護
士
な
ど
第
三
者
の

専
門
職
で
す
が
、
年
々
利
用
ニ
ー

ズ
が
高
ま
る
一
方
で
後
見
人
不
足

が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

キ
ャ
ン
プ
座
間
用
地
の
一
部
返

還
に
伴
う
、
利
用
構
想
の
中
に
あ

る
病
院
誘
致
に
つ
い
て
、
民
間
に

運
営
を
お
願
い
す
る
と
の
こ
と
で

す
が
、
採
算
を
取
る
う
え
で
最
も

重
要
な
患
者
さ
ん
と
い
う
の
を
ど

れ
ほ
ど
見
込
ん
で
お
ら
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
本
市
に
救
急
病
院
が

少
な
く
、
市
民
生
活
に
と
っ
て
不

安
要
素
に
な
り
得
ま
す
が
、
実
際

に
は
多
く
の
病
院
が
近
隣
市
に
あ

り
ま
す
。
例
え
ば
、
私
は
南
栗
原

に
住
ん
で
お
り
ま
す
が
、
海
老
名

総
合
病
院
は
電
車
で
１
駅
、
ひ
ば

り
が
丘
の
方
も
大
和
市
立
病
院
が

す
ぐ
近
く
に
あ
り
ま
す
。
あ
え
て

本
市
に
病
院
建
設
を
計
画
す
る
理

由
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　

市
長　

２
次
救
急
病
院
が
現
状

２
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
市
民
か

ら
「
な
ぜ
市
外
搬
送
が
こ
ん
な
に

あ
る
の
か
」
「
総
合
病
院
が
欲
し

い
」
な
ど
の
要
望
が
大
変
強
か
っ

た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
県
央
の

２
次
救
急
の
医
療
圏
は
病
床
過
剰

地
域
で
、
こ
の
解
消
が
困
難
な
こ

と
か
ら
、
な
か
な
か
改
善
さ
れ
な

い
状
況
で
し
た
。
こ
の
間
、
財
務

省
が
病
院
用
地
と
し
て
使
用
で
き

る
仕
組
み
を
整
え
て
く
だ
さ
っ
た

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
後
も
不

退
転
の
決
意
で
病
院
誘
致
に
取
り

組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

　

健
康
部
長　

患
者
の
見
込
み
に

つ
い
て
は
、
病
院
側
が
検
討
す
べ

き
課
題
で
あ
り
、
市
と
し
て
は
堅

実
な
病
院
経
営
が
期
待
で
き
る
民

間
病
院
を
選
定
し
、
誘
致
し
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

今
日
の
日
本
は
青
年
の
犯
罪
、

非
行
、
校
内
暴
力
、
不
登
校
、
い

じ
め
、
自
殺
な
ど
の
社
会
病
理
現

象
が
急
速
に
増
加
し
、
大
変
憂
慮

す
べ
き
状
況
に
あ
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
問
題
は
、
競
争
社
会
、
物

質
主
義
、
利
己
主
義
が
根
本
に
あ

り
ま
す
が
、
直
接
の
原
因
は
、
家

庭
問
題
、
子
ど
も
へ
の
無
関
心
、

過
保
護
、
放
任
主
義
、
親
の
過
度

の
期
待
感
等
々
で
、
そ
の
改
善
は

容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

子
ど
も
た
ち
を
救
え
る
の
は
親
だ

け
で
す
。
昔
か
ら
物
に
よ
っ
て
栄

え
、
心
に
よ
っ
て
滅
び
る
と
言
わ

れ
る
よ
う
に
、
人
間
関
係
の
希
薄

化
が
進
む
社
会
構
造
の
中
に
あ
る

現
状
課
題
で
す
。
最
近
で
は
、
不

登
校
、
い
じ
め
が
全
国
的
に
増
加

し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

本
市
の
学
校
で
の
社
会
病
理
現
象

を
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
る

か
、
ご
所
見
を
お
伺
い
し
ま
す
。

　

教
育
長　

い
じ
め
の
認
知
件
数

は
、
国
、
県
、
本
市
に
お
い
て
増

加
傾
向
に
あ
り
、
不
登
校
、
い
じ

め
に
つ
い
て
、
し
っ
か
り
と
取
り

組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
学
校
に
お

い
て
は
、
一
人
一
人
の
心
を
大
切

に
し
た
学
校
経
営
を
通
し
、
温
か

な
人
間
関
係
を
育
て
、
規
範
意
識

を
大
切
に
し
た
道
徳
教
育
を
行
い
、

思
い
や
り
の
心
を
育
て
る
こ
と
を

重
点
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

解
決
に
向
け
て
、
本
人
や
保
護
者

と
一
緒
に
悩
み
考
え
る
こ
と
が
大

切
で
あ
り
、
学
校
、
家
庭
、
地
域

が
そ
れ
ぞ
れ
に
役
割
を
果
た
し
、

ま
た
、
連
携
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
の

に
、
高
級
車
に
乗
っ
て
い
た
り
、

パ
チ
ン
コ
を
し
た
り
、
飲
み
歩
い

て
い
る
と
い
っ
た
話
を
市
民
の
方

々
か
ら
聞
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
際
、
生
活
援
護
課
に
相
談
を

し
ま
す
が
、
個
人
情
報
保
護
の
観

点
か
ら
周
辺
の
方
へ
聴
取
す
る
こ

と
な
ど
が
出
来
な
い
た
め
、
実
態

調
査
自
体
が
難
し
く
、
民
生
委
員

さ
ん
に
も
ご
協
力
を
頂
い
て
い
ま

す
が
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
に
負
担

が
か
か
っ
て
い
る
と
伺
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
適
正
支
給
の
チ
ェ
ッ
ク

体
制
に
つ
い
て
は
全
国
知
事
会
、

市
長
会
か
ら
も
国
に
要
望
が
上
っ

て
い
ま
す
。
市
民
か
ら
不
正
受
給

に
関
す
る
情
報
が
寄
せ
ら
れ
た
場

合
の
対
応
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

ま
た
現
在
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
の

人
数
と
担
当
し
て
い
る
ケ
ー
ス
数

を
伺
い
ま
す
。

　

福
祉
部
長　

平
成　

年
１
月
現

２４

在
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
の
数
は　
１６

人
で
、
社
会
福
祉
法
第　

条
に
定

１６

め
る
標
準
数
に
は
３
人
不
足
し
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
一
人
の
ケ
ー

ス
ワ
ー
カ
ー
が
担
当
し
て
い
る
ケ

ー
ス
数
は　

世
帯
で
、
標
準
数　

９７

８０

世
帯
に
対
し　

世
帯
上
回
っ
て
い

１７

ま
す
。
生
活
保
護
費
は
国
民
の
税

金
で
す
の
で
、
適
正
に
支
給
し
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
市
民
か
ら

不
適
切
な
受
給
者
の
情
報
が
あ
っ

た
場
合
、
担
当
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー

（
４
面
か
ら
続
く
）

　

そ
こ
で
国
は
、
老
人
福
祉
法
の

改
正
に
よ
り
市
民
後
見
人
の
育
成

と
活
用
を
市
町
村
の
努
力
義
務
と

し
て
位
置
付
け
ま
し
た
。
こ
れ
ら

の
取
り
組
み
は
地
域
に
お
け
る
日

常
的
な
見
守
り
な
ど
、
き
め
細
か

な
対
応
が
市
民
後
見
人
制
度
の
確

立
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
く
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
市
民

後
見
人
制
度
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
当
局
の
見
解
を
求
め
ま
す
。

　

福
祉
部
長　

市
民
後
見
人
の
育

成
及
び
そ
の
活
用
に
つ
き
ま
し
て

は
、
ご
提
言
を
し
っ
か
り
受
け
と

め
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
市
民
後
見

人
制
度
推
進
事
業
実
施
市
町
村
を

参
考
に
制
度
の
確
立
に
努
め
て
ま

い
り
ま
す
。

　

今
定
例
会
に
提
案
さ
れ
て
い
る

附
属
機
関
設
置
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
お
い
て
、
市
立
保

育
所
の
民
間
移
管
に
係
る
選
定
委

員
会
を
新
設
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

　

意
見
公
募
中
の
保
育
園
整
備
計

画
骨
子
案
で
は
緑
ケ
丘
・
東
原
・

ひ
ば
り
が
丘
・
相
模
が
丘
東
の
４

園
を
民
間
に
移
管
す
る
と
結
論
づ

け
て
い
ま
す
が
、
対
象
第
１
園
に

つ
い
て
は
２
０
１
４
年
度
ま
で
に

民
営
化
実
施
と
い
う
こ
と
で
、
２

０
１
２
年
度
早
々
に
は
移
管
先
の

選
定
を
始
め
る
よ
う
で
す
。
一
方

で
、
ど
の
園
を
対
象
第
１
園
に
す

る
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
意
見
公
募
の
締
め
切
り
は
３

月　

日
で
す
か
ら
、
応
募
さ
れ
た

１６
意
見
を
踏
ま
え
て
計
画
を
策
定
し

４
園
の
優
先
順
位
を
つ
け
る
と
い

う
作
業
が
年
度
内
に
完
了
す
る
の

か
疑
問
で
す
。
常
識
的
に
考
え
れ

ば
、
既
に
４
園
の
順
位
づ
け
は
で

き
て
い
て
、
形
式
的
に
意
見
公
募

を
踏
ま
え
て
、
決
定
す
れ
ば
直
ち

に
選
定
作
業
に
入
れ
る
体
制
を
と

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す

が
、
説
明
願
い
ま
す
。

　

福
祉
部
長　

期
間
的
に
非
常
に

タ
イ
ト
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
今

年
度
中
に
整
備
計
画
を
策
定
し
、

そ
の
中
で
対
象
園
全
園
に
つ
い
て

順
位
づ
け
を
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
庁
内
の
検
討
委
員
会
で
は

建
築
さ
れ
た
年
度
へ
の
配
慮
と
い

っ
た
考
え
方
は
持
っ
て
い
ま
す
が
、

意
見
公
募
の
結
果
を
踏
ま
え
た
上

で
決
定
し
た
い
と
考
え
ま
す
。

　

生
活
保
護
費
支
給
日
に
市
役
所

１
階
に
朝
か
ら
行
列
が
で
き
て
い

て
、
中
に
は
働
け
そ
う
な
方
が
い

る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
濫
給
防
止

と
い
う
観
点
か
ら
、
暴
力
団
員
と

疑
わ
れ
る
よ
う
な
方
へ
の
対
応
や

通
院
交
通
費
を
含
め
た
不
正
受
給

の
有
無
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。
ま

た
、
申
請
者
の
権
利
を
侵
害
し
た

り
、
生
活
保
護
を
受
け
ら
れ
ず
孤

独
死
に
至
る
よ
う
な
問
題
は
な
い

か
に
つ
い
て
も
伺
い
ま
す
。

　

今
後
、
ど
れ
く
ら
い
ま
で
生
活

保
護
受
給
者
や
支
給
総
額
が
ふ
え

る
の
か
、
本
市
の
財
政
が
圧
迫
さ

れ
る
こ
と
を
懸
念
し
ま
す
。
少
額

の
年
金
を
受
け
取
る
よ
り
も
、
社

会
保
障
費
を
払
わ
ず
生
活
保
護
を

受
け
た
ほ
う
が
生
活
が
よ
く
な
る
、

な
ど
と
考
え
る
人
が
ふ
え
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　

ま
た
、
働
け
る
環
境
に
あ
る
の

に
、
体
調
を
偽
っ
て
受
給
す
る
な

ど
、
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
も
問
題
と

な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
市
長

の
所
見
を
伺
い
ま
す
。

　

市
長　

年
金
や
給
与
を
受
け
取

っ
て
い
る
の
に
隠
す
よ
う
な
事
例

や
貧
困
ビ
ジ
ネ
ス
等
の
不
正
事
案

が
あ
る
よ
う
に
も
聞
い
て
お
り
ま

す
。
本
来
の
制
度
の
趣
旨
か
ら
外

れ
、
故
意
に
こ
う
し
た
こ
と
が
行

わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
ゆ

ゆ
し
き
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
社

会
全
体
が
機
能
し
、
本
当
に
必
要

な
方
へ
給
付
が
な
さ
れ
る
制
度
に

し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思

い
ま
す
。

▽　

２
月　

日　

開
会
、
会
期
決
定
、

２３

会
議
録
署
名
議
員
指
名
、
議
案
上
程
・

提
案
説
明
・
総
括
質
疑

▽　

２
月　

日　

議
案
上
程
・
総
括
質

２４

疑
・
委
員
会
付
託
、
陳
情
上
程
・
委
員

会
付
託
、
報
告
上
程
・
質
疑
、
議
員
提

出
議
案
上
程
・
（
提
案
説
明
・
質
疑
・

委
員
会
付
託
・
討
論
）
省
略
・
採
決

▽　

３
月
１
日　

一
般
質
問

▽　

３
月
２
日　

一
般
質
問

▽　

３
月
５
日　

一
般
質
問

▽　

３
月　

日　

議
案
上
程
・
委
員
会

２３

審
査
報
告
･
質
疑
・
修
正
案
上
程
・
質

疑
・
討
論
・
採
決
、
継
続
審
査
案
件
上

程
、基
地
対
策
特
別
委
員
会
中
間
報
告
・

質
疑
、
議
会
改
革
特
別
委
員
会
中
間
報

告
・
質
疑
、
議
案
上
程
・
提
案
説
明
・

質
疑
・
委
員
会
付
託
省
略
・
討
論
・
採

決
、常
任
委
員
会
等
の
所
管
事
務
調
査
、

議
員
提
出
議
案
上
程
・
提
案
説
明
・
質

疑
・
委
員
会
付
託
、
議
員
提
出
議
案
上

程
・
（
提
案
説
明
・
質
疑
・
委
員
会
付

託
・
討
論
）
省
略
・
採
決
、
閉
会

　

な
お
、
総
括
質
疑
、
質
疑
、
討
論
は
、

次
の
議
員
が
行
い
ま
し
た
。

　

総
括
質
疑
（
２
月　

日
）

２３

　

伊
田
雅
彦
（
政
和
会
）
、
池
田
徳
晴

（
市
政
ク
ラ
ブ
）

　

総
括
質
疑
（
２
月　

日
）

２４

　

中
澤
邦
雄
（
日
本
共
産
党
）
、
安
海

の
ぞ
み
（
神
奈
川
ネ
ッ
ト
）
、
沖
永
明

久
（
市
民
連
合
）
、
木
村
正
博
（
公
明

党
）

　

報
告
第
１
号
に
対
す
る
質
疑
（
２
月

　

日
）

２４
　

上
沢
本
尚
（
公
明
党
）
、
牧
嶋
と
よ

子
（
神
奈
川
ネ
ッ
ト
）

　

討
論
（
３
月　

日
）

２３

　

池
田
徳
晴
（
市
政
ク
ラ
ブ
）
、
木
村

正
博
（
公
明
党
）
、
安
海
の
ぞ
み
（
神

奈
川
ネ
ッ
ト
）、
京
免
康
彦
（
政
和
会
）、

中
澤
邦
雄
（
日
本
共
産
党
）
、
沖
永
明

久
（
市
民
連
合
）

本本
会会
議議
のの
概概
要要

竹
市　

信
司 
議
員
《
市
民
連
合
》

保
育
園
「
民
営
」
化

対
象
園
選
定
の
実
情
を
問
う

　

佐
藤　

弥
斗 
議
員
《
政
和
会
》

生
活
保
護
費
の
適
正
支
給
を
！

　

飛
田　

昭 
議
員
《
市
政
ク
ラ
ブ
》

生
活
保
護
制
度
の適

正
な
運
用
を
！

三
枝　

浩
樹 
議
員

病
院
誘
致
は
市
民
の
要
望
か
？

（
６
面
へ
続
く
）

長
谷
川　

光 
議
員
《
政
和
会
》

学
校
現
場
に
お
け
る
社
会
病
理

現
象
へ
の
対
応
に
つ
い
て
問
う


